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傷病手当金の退職後の給付についての申告及び同意書 

 傷病手当金を請求するにあたり、次のとおり状況を申告します。 

退 職 時 の 状 況 等 
添付書類 

コピーを提出 

障害年金 

傷 病 名  ① 年金証書（両面） 

②  直近の振込通知

書（両面） 

③ 変更通知書 

＊在職中に当組合
へ提出している場
合は不要。ただし、
金額が変更されて
いる場合は、②③の
み必要 

年 金 制 度 名 受 給 の 有 無 受 給 開 始 日 年 金 額 

障害(共済/厚生)年金 有 ・ 無 ・ 申請中  年   月  日 円/年 

障 害 基 礎 年 金 有 ・ 無 ・ 申請中  年   月  日 円/年 

障 害 一 時 金 有 ・ 無 ・ 申請中  年   月  日 円 

老齢年金 

年 金 制 度 名 受 給 の 有 無 受 給 開 始 日 年 金 額 

老齢厚生年金 
(退職共済年金) 

有 ・ 無 ・ 申請中  年   月  日 円/年 

老 齢 基 礎 年 金 有 ・ 無 ・ 申請中  年   月  日 円/年 

 有 ・ 無 ・ 申請中  年   月  日 円/年 

雇用保険 

(失業保険) 

受 給 の 有 無 

申請中 (申請予定) ・ 受給中 ・ 受給しない 
受給期間を延長した ・ 対象外 
傷病手当金終了後受給 (65 歳以上のみ) 

「受給期間を延長
した」場合 
・雇用保険受給期間
延長通知書 

受給しない場合 
理由：  

受 給 期 間 を 

延 長 

延 長 開 始 日        年     月    日 

延 長 期 間 満 了        年     月    日 

求 職 の 状 況 

該当するものをチェックしてください。 
□ 求人に応募（又は登録）した（   年   月   日） 

□ まったく行っていない □ 求人広告をみているだけ 
□ その他（就職等）（                  ） 

 

健 康 保 険 

該当するものをチェックしてください。 
□ 国民健康保険  □ 任意継続組合員 
□ 会社の保険（被保険者本人）□ 被扶養者 
□ その他（                        ） 

・健康保険証 
＊任意継続組合員
は不要 

次の事項について、同意します。また、本書の写しも有効と認めます。 
・ 傷病手当金を受給中に、雇用保険(失業保険)や年金等の他の給付金の受給を開始する場合には、遅滞なく貴
組合にその旨を報告すること。 

・ 傷病手当金と他の給付金等を重複受給したときは、速やかに重複した部分の傷病手当金を返還すること。 
・ 貴組合がハローワークへ雇用保険受給状況や日本年金機構に年金の受給について確認すること。 
・ 貴組合が個人番号を利用して年金の状況や雇用保険(失業保険)の状況をオンラインで照会すること。 
 

年   月   日 
 
住  所                       
 
 
電話番号                       
 
 
氏  名(自著)                       



 

退職後の傷病手当金の手続で必要な添付書類 

 

１ 老齢年金・障害年金等について 

  老齢年金等は、障害年金と異なり、在職中は傷病手当金と併給調整は行いませんが、退職後から併給
調整対象となります。また、障害年金の再確認いたします。 

（必要書類） 
 受けている年金の 

 ①  年金証書（両面）の写し 

② 直近の振込通知書（両面）の写し 

③ 変更通知書の写し 

＊在職中に当組合へ提出している場合は不要。ただし、金額が変更されている場合は、②③が必要 
 

 

２ 雇用保険（失業保険）について 

 

 雇用保険（失業保険）と傷病手当金は同時受給ができません。 
雇用保険（失業保険）は、労働の意思・能力を有することを要求され、労務不能を支給要件とする傷

病手当金と相反するためです。 
（雇用保険を延長する方が必要書類） 
・  公共職業安定所（ハローワーク）が発行する「受給期間延長通知書」の写し 

65歳以上の方は延長ができません。傷病手当金受給終了後に残期間をご申請ください。 
 

 

３ 健康保険について 

  退職後の傷病手当金受給のときに働くことはできないため、原則、①国民健康保険 ②任意継続組合
員制度の保険となります。家族の保険に被扶養者として入ることもできますが、傷病手当金は収入とみ
なされますので、加入健康保険組合の収入基準の判断によって収入基準額以上だと加入できません。 

・ 健康保険証の写し 

＊ 任意継続組合員は不要 
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